
 - 1 - 

事 故証 明 書 の 事務 処 理 要 綱  

 

豊 中 市 消 防 本 部  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 消 防 業 務 上 取 り 扱 っ た 火 災 以 外 の 事 故 に 関

す る 証 明 書 の 発 給 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

 

（ 証 明 書 の 発 給 ）  

第 ２ 条  証 明 書 の 発 給 等 は 、 原 則 と し て 当 該 事 故 の 発 生 場 所 を 管

轄 す る 消 防 署 長 （ 以 下 「 署 長 」 と い う 。） が 行 う 。 た だ し 、 管

轄 区 域 外 に 単 隊 で 出 場 し 、 事 案 処 理 を 行 っ た 場 合 は 、 当 該 出 場

隊 の 所 属 す る 消 防 署 長 が 行 う 。  

 

（ 証 明 書 受 給 対 象 者 ）  

第 ３ 条  事 故 証 明 書 （ 様 式 第 １ 号 ） は 、 当 該 事 故 の 発 生 し た 物 件

の 所 有 者 、 管 理 者 、 占 有 者 及 び 担 保 権 者 並 び に こ れ ら の 親 族 、

保 険 金 受 取 人 （ 以 下 「 関 係 者 」 と い う 。） に 限 り 発 給 す る 。  

 

（ 証 明 の 申 込 み ）  

第 ４ 条  証 明 書 の 発 給 は 、 事 故 証 明 申 込 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 関 係

者 自 ら 提 出 さ せ て 行 う こ と 。 た だ し 、 官 公 署 か ら 請 求 が あ っ た

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 申 込 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 申 込 書 に 記 載 さ れ

た 事 項 を 確 認 す る と と も に 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 す る 。  

⑴  申 込 書 の 提 出 は 、 代 理 人 に さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、

代 理 人 は 原 則 と し て 配 偶 者 、 同 居 親 族 及 び 血 族 ２ 親 等 の 関 係

者 と す る 。  

⑵  代 理 人 が 提 出 す る 申 込 書 の 申 込 者 の 欄 に は 、 証 明 を 求 め て

い る 関 係 者 の 住 所 、 氏 名 及 び 電 話 番 号 を 、 代 理 人 の 欄 に は 代

理 人 の 住 所 、氏 名 及 び 電 話 番 号 並 び に 申 込 者 と の 関 係 を 記 入

さ せ る 。  

⑶  郵 便 に よ り 申 込 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 申 込 者 本 人 が 申

込 書 を 持 参 で き な い 旨 の 理 由 書 等 の 提 出 又 は 電 話 等 に よ る

本 人 の 確 認 を と る 。  
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（ 証 明 事 項 及 び 証 明 の 範 囲 ）  

第 ５ 条  証 明 書 の 証 明 事 項 及 び 範 囲 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り

行 う 。  

⑴  事 故 の あ っ た 物 件 の 損 害 程 度 を 証 明 す る 場 合 は 、 特 に 必 要

が あ る も の を 除 き 、 申 込 者 の 権 利 に 属 す る 物 件 の 損 害 程 度 と

す る 。  

⑵  損 害 の 証 明 は 、 物 的 被 害 程 度 を 証 明 す る 方 法 を と る こ と 。 

⑶  事 後 通 報 に よ る 証 明 は 、 事 故 発 生 時 の 現 状 有 姿 を と ど め 署

長 が 確 認 し た も の の み 行 う 。  

⑷  証 明 内 容 に は 、 経 過 及 び 原 因 等 の 記 載 は 行 わ な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 事 実 を 確 認 又 は 立 証 で き な い 場 合

の 証 明 に つ い て は 、 関 係 者 か ら 提 出 さ れ た 事 故 証 明 申 込 書 に 基

づ い て 証 明 し た も の で あ る こ と を 付 記 事 項 欄 に 記 載 し 、 証 明 す

る こ と が で き る 。  

 

（ 証 明 書 の 発 給 ）  

第 ６ 条  証 明 書 の 発 給 は 、 証 明 書 発 給 簿 （ 火 災 に 関 す る 証 明 書 等

の 取 扱 要 綱 様 式 第 ５ 号 に 準 ず る 。） に 記 録 し な け れ ば な ら な い 。 

２  証 明 書 を 発 給 し た と き は 、そ の 写 し を 保 存 す る こ と 。た だ し 、

同 一 人 に 同 一 内 容 に つ い て ２ 通 以 上 の 事 故 証 明 書 を 発 給 し た

と き は 、 発 給 通 数 を 明 ら か に し て １ 通 を 保 存 し な け れ ば な ら な

い 。  

３  第 １ 項 の 申 込 書 が 発 給 責 任 者 以 外 の 署 長 に 間 違 え て 提 出 さ れ

た と き は 、 申 込 者 の 希 望 に よ り 原 本 を 保 管 す る 署 長 に こ れ を 移

送 す る こ と が で き る 。  

 

（ 手 数 料 ）  

第 ７ 条  発 給 に 係 る 手 数 料 は 、 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 豊 中 市 条

例 第 ９ 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 証 明 書 の 発 給 状 況 報 告 ）  

第 ８ 条  署 長 は 、 年 間 及 び 年 度 分 の 証 明 書 の 発 給 状 況 に つ い て 、

年 間 に つ い て は 、翌 年 の １ 月 １ ０ 日 ま で に 、年 度 分 に つ い て は 、
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翌 年 度 の ４ 月 １ ０ 日 ま で に 消 防 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

２  前 項 の 発 給 状 況 報 告 は 、 火 災 に 関 す る 証 明 書 等 の 取 扱 要 綱 第

１ ２ 条 に 基 づ く 証 明 書 発 給 状 況 報 告 と 合 わ せ て 報 告 す る こ と

が で き る 。  

 

（ 事 故 証 明 書 の 記 載 ）  

第 ９ 条  事 故 証 明 書 の 記 載 要 領 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  豊 消 （ 北 ・ 南 ） 第  号 欄 は 、 証 明 書 発 給 簿 の 受 付 番 号 を 記

入 す る こ と 。  

⑵  申 込 者 欄 は 、 事 故 証 明 申 込 書 に 記 載 さ れ た 申 込 者 の 住 所 、

氏 名 及 び 連 絡 先 を 記 入 す る こ と 。  

⑶  事 故 発 生 年 月 日 欄 及 び 事 故 発 生 場 所 欄 は 、 事 故 証 明 申 込 書

に 記 載 の 事 故 発 生 年 月 日 及 び 事 故 発 生 場 所 と 調 査 結 果 を 照

合 し て 記 入 す る こ と 。  

⑷  証 明 事 項 欄 は 、申 込 者 か ら 申 し 出 が あ っ た 事 項 を 簡 潔 に 記

入 す る こ と 。  

 

 

 

附  則（ 平 成 18 年 1 0 月 2 0 日 豊 消 警 第 43 号 消 防 長 通 知 ） 

こ の 要 領 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 



  

（様式第１号） 

 

豊 消  第    号   

 

事 故 証 明 書 
 

申 込 者 

 住 所 

 

 氏 名 

事故発生日時  平成  年  月  日     時  分頃 

事故発生場所 

 

 豊中市 

証 明 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

付 記 事 項 
 

 

 
 上記のとおり証明します。 

 

 

  平成   年（    年）   月   日 

 

 

 

豊 中 市  消 防 署 長     

 



  

（ 様 式 第 ２ 号 ）  

 

事 故 証 明 申 込 書 
 

年   月   日  

 

 豊 中 市  消 防 署 長 様 

 

               申込者 

                住 所 

                氏 名 

                連絡先 

               代理人 

                住 所 

                氏 名 

                連絡先 

                申込者との関係 

 下記の事故について、証明願います。 

事 故 発 生 日 時     年   月   日   時   分頃 

 

事 故 発 生 場 所 

 

 

証 明 事 項  

損 害 物 件 と

申込者との関係 

所 有 者  管 理 者  占 有 者 

その他（            ） 

提 出 先 理 由 通 数 

  通 

  通 

提 出 先 及 び 

提出する理由等 

合 計   通 

受 

付 

印 

手 

数 

料 

 




